
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３広第１２８号 

事故等種類 漁具損傷 

発生日時 平成２５年５月２２日 １９時００分ごろ 

発生場所 香川県丸亀市丸亀港北方沖 

 丸亀港昭和町防波堤灯台から真方位００１°１,５５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１９.１′ 東経１３３°４６.１′） 

事故等調査の経過  平成２５年７月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 砂利運搬船 第三澤
さわ

西
にし

丸、４９３トン 

  １３２２８０、澤西建設株式会社 

Ｂ 漁船 泰
た

一
いち

丸、６.６トン 

   ＫＡ２－１８０６（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ、五級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 漁網が切断 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか２人が乗り組み、海砂約１,４００

ｔを積載して丸亀港を出港し、航海士Ａが単独の船橋当直に就き、約

７ノットの対地速力で自動操舵により、丸亀市本
ほん

島西岸を船首目標と

し、約３４７°の針路で備讃瀬戸南航路に向けて航行した。 

 航海士Ａは、出港操船を終えた船長Ａから当直を引き継ぐ際、肉眼

で前路の状況の確認を行い、舵輪後方の椅子に座って操船していたと

ころ、平成２５年５月２２日１９時００分ごろ、Ａ船が、Ｂ船のさわ

ら流し網に接触し、同網が損傷した。 

 航海士Ａは、自船の右舷付近に接近して来たＢ船の船長Ｂから、さ

わら流し網の上を航行したことを告げられ、停船して網のある方向を

見たものの、確認できず、日が暮れてきて同網に設置された緑灯を確

認した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、丸亀港北方沖の海面に長さ約

８００ｍのさわら流し網を南北方向に入れ、網の北端に赤色の標識

灯、南端に緑色の標識灯を表示し、網の近くに漂泊していたところ、

船長Ｂが、さわら流し網に進入する針路で接近するＡ船を認め、網の

存在を知らせるために回転灯を点灯して接近したが、Ａ船がＢ船のさ

わら流し網の上を航行した。 



 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の中央期 

日没時刻：１９時０５分 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、双眼鏡を船橋に設置していた。 

 航海士Ａは、丸亀港の出入港経験が約１０回あった。 

 航海士Ａは、網に気付けば、避けていたが、本事故当時、さわら流

し網に気付かなかった。 

 さわら流し網漁の標識灯は、海面上約８０cm にあり、本体の色は白

色であり、旗は表示していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は北進中、Ｂ船は漂泊してさわら流し網漁の操業中、丸亀港北

方沖において、Ｂ船のさわら流し網にＡ船が接触したものと考えられ

る。 

航海士Ａは、操業中のさわら流し網に気付かなかったことから、Ａ

船が、さわら流し網の上を航行して同網を損傷したものと考えられ

る。 

船長Ｂは、操業中のさわら流し網に進入する針路で航行するＡ船を

認め、網の存在を知らせようと思い、回転灯を点灯してＡ船に接近し

たものと考えられる。 

原因  本事故は、丸亀港北方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が漂泊して

さわら流し網漁の操業中、航海士Ａが操業中のさわら流し網に気付か

なかったため、Ａ船が、さわら流し網の上を航行したことにより発生

したものと考えられる。 

参考 船長Ｂは、本事故後、さわら流し網の両端に設置している浮子
あ ば

を見

やすくするため、約５０cm 四方のものから約１００cm 四方のものに

取り換えた。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、操業中の漁船の網を見落とさないよう、双眼鏡を

使用するなどして見張りを適切に行うこと。 

 


